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資料１　調査団員・氏名

　

（１）基本設計現地調査

田中　寿一　　総括 JICA　無償資金協力部審査室

中村　浩孝　　計画管理 JICA　無償資金協力部業務第一課

根来　淳一　　業務主任/建築計画 株式会社　大建設計

原　　雅裕　　教育計画/社会環境/運営・維持管理 同上

鈴木　敏彦　　建築・設計計画　１ 同上

安藤　英樹　　建築・設計計画　２ 同上

中島　康雄　　調達計画/積算 同上

小山　朋宏　　通訳（フランス語） 同上

（２）基本設計概要説明調査

中村　浩孝　　総括/計画管理 JICA　無償資金協力部業務第一課

根来　淳一　　業務主任/建築計画 株式会社　大建設計

原　　雅裕　　教育計画/社会環境/運営・維持管理 同上

小山　朋宏　　通訳（フランス語） 同上



（１）基本設計現地調査

総括 計画管理

1 11/3 土

2 11/4 日

3 11/5 月

4 11/6 火 積算調書配布

5 11/7 水

6 11/8 木

7 11/9 金

8 11/10 土

9 11/11 日

10 11/12 月 積算調書配布

11 11/13 火

12 11/14 水

13 11/15 木

14 11/16 金

15 11/17 土

16 11/18 日

17 11/19 月

18 11/20 火

19 11/21 水

20 11/22 木

21 11/23 金

22 11/24 土

23 11/25 日

24 11/26 月

25 11/27 火

26 11/28 水

27 11/29 木 基礎教育省協議

28 11/30 金

29 12/1 土

30 12/2 日

31 12/3 月 基礎教育省協議
NGO協議

32 12/4 火 基礎教育省協議
NGO協議

33 12/5 水 NGOによる協力現場
視察

34 12/6 木 EU、UNDP、NGO協議

35 12/7 金 JOCV事務所、
基礎教育省報告

36 12/8 土 調査結果整理

37 12/9 日 調査結果整理

38 12/10 月 ニアメ発＞パリ着・
パリ発

39 12/11 火 東京着

東京着

団内会議

ニアメ発パリ着・パリ発ニアメ発パリ着・パリ発

東京着

基礎教育省、NGO　協議 ニアメに移動

積算調査

調査結果整理

基礎教育省、NGO協議

基礎教育省協議、JOCV事務所報告、NGO協議

資料２　調査日程

タウアサイト調査

日程 建築・設計計画
１

建築・設計計画
２

基礎教育省、NGO、KfW　協議

タウアサイト調査

JOCV事務所・外務省表敬訪問、基礎教育省協議

調達計画／積算

東京発＞パリ着

パリ発＞ニアメ着

官団員 業務主任／
建築計画 通訳

教育計画／
社会環境／
運営維持管理

調査結果整理 調査結果整理

タウアサイト調査

タウアサイト調査

タウアサイト調査

建設事情調査, UNDP, 基礎教育省協議

建設事情調査、団内会議

JOCV事務所報告、基礎教育省協議

住民集会　タウア2校　　

タウアサイト調査

住民集会　タウア2校、ニアメに移動 タウアサイト調査

タウアサイト調査

住民集会　ドッソ2校　　

住民集会　タウア2校　　

中高等教育・研究・科学技術省大臣表敬、基礎教育省協議

ニアメに移動、我が国過去案件視察（小学校３校、中学校１校）

団内会議・資料整理

基礎教育省協議、フランス・プロジェクト担当者打合

建設事情調査

基礎教育省協議

パリ発・パリ着

東京着

ドッソに移動、ドッソ県教育事務所表敬、合同調査：ドッソ１サイト

合同調査：ドッソ１サイト、他ドナー（ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ）サイト視察、タウアに移動

ドッソに移動基礎教育省協議、協議議事録署名、JOCV事務所報告、世銀訪問

住民集会　ドッソ2校　　

タウアに移動

ニアメ発

NGO、AFD協議

タウア県教育務所協議、合同サイト調査：タウア１サイト、タウア市（郡）、コニ、マダウア視学官事務所表敬、ドッソに移動

NGO打合、ドッソに移動 ドッソサイト調査

アビジャン着

調査結果整理

ドッソサイト調査

ドッソサイト調査日本大使館、JICA事務所
報告、アビジャン発
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官団員

総括／計画管理

1 2/23 土

2 2/24 日

3 2/25 月

4 2/26 火 基礎教育省協議、 AFD表敬 基礎教育省協議、AFD表敬

5 2/27 水

6 2/28 木 NGO協議

7 3/1 金

8 3/2 土 資料整理

9 3/3 日 ニアメ発・アビジャン着

10 3/4 月
日本大使館、JICA事務所報告、

アビジャン発

11 3/5 火 パリ着・パリ発

12 3/6 水 東京着

基礎教育省協議、世銀表敬

基礎教育省協議、協議議事録署名、JOCV事務所報告

基礎教育省協議

ニアメ発・パリ着・パリ発

東京着

団内会議・資料整理

団内会議・資料整理

基礎教育省協議

（２）基本設計概要説明調査

日程

JOCV事務所・外務省表敬訪問、基礎教育省協議

東京発＞パリ着

　

業務主任／建築計画 通訳 教育計画／社会環境／運営維持管理

パリ発＞ニアメ着
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資料３　関係者（面会者）リスト

（１）在象牙海岸共和国日本国大使館

今泉　勉　　　参事官

野口　修二　　一等書記官

緑川　肇　　　二等書記官

生駒　聡　　　三等書記官

（２）JICA 象牙海岸国事務所

外川　徹　　　所長

青木　利道　　次長（現地調査時）

加藤　隆一　　次長（基本設計概要説明調査時）

吉水　潤　　　所員

（３）JICA ニジェール駐在員事務所

朝日　紀樹　　所長

杉山　吉信　　JICA 援助コーディネータ

（４）外務省（外務・協力・アフリカ統合省）

Boubakar Adamou アメリカ、アジア、オセアニア局局長

MAHAMADOU Aboubacar 同局課長

HABISADOU Hasssan 同局日本担当職員

INNOUSSA Moustapha 同局日本担当職員

（５）基礎教育省

HIMA  Adiza 次官

HAMZA Bala 事務局長代理

HAMISSOU Oumarou 計画局局長

GANBO Mahaman Sadissou 計画局局長補佐

LAOUALI Issa 計画局教育地図課長

IBRAHIM Lagou PROSEF 世銀教育計画建築担当

ALI Wata 初等教育局資材課長

YAHOUZA Iro 計画局コンサルタント、元計画局長

ALI Habou アラブ教育局職員

AMADOU Tahambou 計画局統計課長

IBURAHIM Robi Bonzau 計画局職員

ALMADIR Balla ドッソ県教育事務所長

HAMZA Namata タウア県教育事務所長

（６）中高等教育・研究・科学技術省

BAGURIBI Mounali 大臣

ISSOUFOU Koada 次官
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CHQÏBOU Mamou 中等教育局長

（７）タウア県

MAÎGA  Zeiti 県知事

IBRAHIM Abdou Bachir 県官房長

（８）設備・住居・国土整備省

ABBA Adama 公共事業・建築研究局局長

（９）世界銀行

Rachidi B.RADJI 人間開発部第３グループアフリカ担当

Djibrilla KARAMOKO 保健及び教育プログラム担当

（10）EU

Patric Hemmer プログラムオフィサー

（11）フランス

ア プロジェクト ADEN(ニジェール教育活性化計画)

PERRIAU Jean-Pierre 計画責任者

OUSMAN Robron コーディネータ

イ AFD（フランス開発公社）

Jean-Pierre PERRIAU 代表補佐

（12）ルクセンブルグ

Jean-Marie VANDEN WOUWER プロジェクト責任者

（13）KfW （ドイツ復興金融金庫）

Gometh Hummit コンサルタント

（14）NGO

ア Aide et Action

Jacques MALPEL 代表

Mohamed sagayar MOUSSA コーディネータ

Issaka Sidikou MAIGA コーディネータ

イ SNV（オランダボランティア協会）

Jean SCHMEITZ 代表

ウ World Vision

Jean Kwao-Sarbatu 代表

Prosper SAPATHY プロジェクトリーダー

エ Fondation Paul Gérin-Lajoie

Michel MARCEAU プロジェクト責任者

オ ONEN （ニジェール革新教育者会）

Ibo ISSA 代表

（15）Edubase （EU と SNV の共同プロジェクト）

Vencent CHARPATIER プロジェクト責任者
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資料４　ニジェール国の社会経済状況

ニジェール共和国

Republic of Niger

一般指標

政体 共和制 *1 首都 ニアメー（Niamey） *2

*1, 3 主要都市名 ジンデル、マラディ *3元首 大統領／タンジャ・ママドゥ

労働力総計 4,943千人 （1999年） *6

独立年月日 1960年 8月 3日 *3, 4 義務教育年数 8年間 （    年） *13

主要民族／部族名 ﾊｳｻ人 56％、ｼﾞｪﾙﾏ人 22％、フラン人 9％ *1, 3 初等教育就学率 29.3％ （1997年） *6

主要言語 ﾌﾗﾝｽ語、ﾊｳｻ語、ﾄｩｱﾚｸﾞ語 *1, 3 中等教育就学率 6.9％ （1997年） *6

宗教 ｲｽﾗﾑ教 75%、ｷﾘｽﾄ教、原始宗教 *1, 3 成人非識字率 84.3％ （2000年） *13

国連加盟年 1960年 9月 20日 *12 人口密度 8.29人/Km2 （1999年） *6

世銀加盟年 1963年 4月 24日 *7 人口増加率 3.3％ （1980-99年） *6

IMF加盟年 1963年 4月 24日 *7 平均寿命 平均 44.80　男 44.50　女 45.10 *10

国土面積 1,266.70千 Km2 *1, 6 5歳児未満死亡率 252 （1999年） *6

総人口 10,496千人（1999年） *6 カロリー供給量 2,097.0 cal/日/人 （1997年） *10

経済指標

通貨単位 CFAフラン（Franc） *3 貿易量 （1995年）

為替ﾚｰﾄ 1US$=736.64 （2001年 12月） *8 商品輸出 288.1百万ﾄﾞﾙ *15

会計年度 Dec. 31 *6 商品輸入 -305.6百万ﾄﾞﾙ *15

国家予算  （　　年） 輸入ｶﾊﾞｰ率 1.0（月） （1999年） *14

歳入総額 *9 主要輸出品目 ウラニウム、家畜 *1

歳出総額 *9 主要輸入品目 消費財、石油製品、設備財、穀物 *1

総合収支 -18.1百万ﾄﾞﾙ （1995年） *15 日本への輸出 1.4百万ﾄﾞﾙ （2000年） *16

ODA受取額 187.1百万ﾄﾞﾙ （1999年） *18 日本からの輸入 6.3百万ﾄﾞﾙ （2000年） *16

国内総生産(GDP) 2,018.14百万ﾄﾞﾙ （1999年） *6

一人当たりの GNI 190.0 ﾄﾞﾙ （1999年） *6 総国際準備 42.4百万ﾄﾞﾙ （1999年） *6

分野別 GDP 農業 40.7％ （1999年） *6 対外債務残高 1,621.0百万ﾄﾞﾙ （1999年） *6

鉱工業 17.2％ （1999年） *6 対外債務返済率（DSR） 16.8％ （1999年） *6

ｻｰﾋﾞｽ業 42.1％ （1999年） *6 *6

産業別雇用 農業　男 ％　女  % （1996-98年） *6

ｲﾝﾌﾚ率

（消費者価格物価上昇率）

6.6％

（1990-99年）

鉱工業 ％　　  % （1996-98年） *6

ｻｰﾋﾞｽ業 ％　　  % （1996-98年） *6 国家開発計画 経済改革プログラム *11

実質 GDP成長率 　　　　  2.4 ％ （1990-99年） *6

気象（1961年～1990年平均）観測地：ニアメ（北緯 13度 29分、東経 2度 10分、標高 227m） *4.5

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均／計

降水量 0.0 0.0 4.5 4.1 33.4 67.1 145.8 171.0 92.3 11.8 0.2 0.0 530.2 mm

平均気温 24.2 27.2 30.6 33.7 33.8 31.4 28.7 27.7 28.5 30.4 27.8 24.8 29.1°C

*1 各国概況（外務省） *9 Government Finances Statistics Yearbook 1999 (IMF)
*2 世界の国々一覧表（外務省） *10 Human Development Report 2000, 2001 (UNDP)
*3 世界年鑑 2000（共同通信社） *11 Country Profile (EIU)、外務省資料等
*4 最新世界各国要覧 10訂版（東京書籍） *12 United Nations Member States
*5 理科年表 2000（国立天文台編） *13 Statistical Yearbook 1999 (UNESCO)
*6 World Development Indicators 2001 (WB) *14 Global Development Finance 2001 (WB)
*7 BRD Membership List (WB) *15 International Financial Statistics Yearbook 2000 (IMF)

IMF Members’ Financial Data by Country (IMF) *16 世界各国経済情報ファイル 2001（世界経済情報サービス）
*8 Universal Currency Converter 注： 商品輸入については複式簿記の計上方式を採用しているた

め支払い額はマイナス標記になる
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ニジェール共和国

Republic of Niger

我が国における ODAの実績 （単位：億円） *17

年度

項目
1995 1996 1997 1998 1999

技術協力 7.63 4.35 5.42 6.79 5.52

無償資金協力 3.23 20.76 19.72 12.97 8.45

有償資金協力 1.06 0.94

総　額 10.86 26.17 26.08 19.76 13.97

当該国に対する我が国の ODAの実績 （支出純額、単位：百万ﾄﾞﾙ） *17

暦年

項目
1995 1996 1997 1998 1999

技術協力 8.41 5.89 3.54 5.52 13.85

無償資金協力 13.62 2.14 14.31 8.88 5.76

有償資金協力 -2.02 -3.22 -4.21 -3.04 -3.68

総　額 20.01 4.82 13.64 11.36 15.94

OECD諸国の経済協力実績（1999年） （支出純額、単位：百万ﾄﾞﾙ） *18

贈与(1)
（無償資金協力･
技術協力）

有償資金協力
(2)

政府開発援助
（ODA）
(1)+(2)=(3)

その他政府資金
及び民間資金(4)

経済協力総額
(3)+(4)

二国間援助
（主要供与国）

139.2 -19.0 120.2 45.8 166.0

1. France 59.8 -14.9 44.9 71.7 116.6

2. Germany 17.7 0.0 17.7 -0.2 17.5

3. Japan 19.6 -3.7 15.9 -22.0 -6.1

4. Belgium 9.6 -0.4 9.2 -1.0 8.2

多国間援助
（主要援助機関）

37.6 28.7 66.3 0.0 66.3

1. IDA 19.3 0.0 19.3

2. EC 19.2 0.0 19.2

その他 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6

合計 177.4 9.7 187.1 45.8 232.9

援助受入窓口機関 *19

　技術協力： 外務協力・アフリカ統合省（Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération et de l’ Iutegration Africaine）

　無　　償： 外務協力・アフリカ統合省（Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération et de l’ Iutegration Africaine）

　協 力 隊    ： 外務協力・アフリカ統合省（Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération et de l’ Iutegration Africaine）

*17 我が国の政府開発援助 2000（国際協力推進協会）
*18 International Development Statistics (CD-ROM) 2001  OECD
*19 JICA資料
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ニジェール共和国

ドッソ県及びタウア県学校教室建設計画

基本設計調査

討議議事録仮訳

　ニジェール共和国（以下ニ国と記す）政府よりの要請に基づき、日本国政府は「ドッソ県及びタウア県学

校建設計画（以下「プロジェクト」と記す）に関する基本設計調査の実施を決定し、その実施を国際協力事

業団（以下「ＪＩＣＡ」と記す）に委託した。

　ＪＩＣＡはニ国へ、ＪＩＣＡ無償資金協力部審査室　田中寿一室長代理を団長とする基本設計調査団を派

遣し、2001年 11月 4日から 12月 10日まで同国に滞在する予定である。

　

　同調査団はニ国政府関係者と協議し、調査対象地域において現地調査を実施した。

　協議の結果、双方は付属書に記述された主要事項を確認した。調査団はさらに調査をおこない、基本設計

調査報告書を作成する。

2001年 11月 13日　ニアメ

田中寿一

調査団長

基本設計調査団

JICA

Madame Hima ADIZA

基礎教育省

次官

証人

Professeur Issoufou KOADA

中高等教育・研究・科学技術省

次官
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付属書付属書付属書付属書

１．プロジェクトの目的

本プロジェクトの目的は、ニジェール共和国ドッソ県及びタウア県において、学校教室の建て替えも

しくは増設を通じ、学習環境を改善することである。

２．プロジェクト対象地域

本プロジェクト対象地域は、ドッソ県（ボボイェ・ガヤ）及びタウア県（タウア市、タウア郡、コニ、

マダウア）である。

３．関係機関

担当省庁：ニジェール共和国　基礎教育省

実施機関：基礎教育省　調査計画局

４．ニジェール国側要請内容

協議の結果、ニジェール国側は以下の内容を要請した。

４－１ 調査対象校

別紙１参照

４－２ 施設・備品の内容

別紙２参照

５．協力の方針

調査団は日本へ帰国後、別紙３の協力対象校の選定基準を踏まえ、基本設計を行う。

本プロジェクトの協力対象校や建設する教室の数、トイレ棟の数は今後の検討によって決定されるも

のであり、従って上記別紙１及び２の内容は最終的な協力対象を意味するものではない。

６．日本の無償資金協力制度

６－１ ニジェール国側は、調査団が説明した別紙４に記載された日本の無償資金協力の制度について理

解した。

６－２ ニジェール国側は、本プロジェクトに対する日本の無償資金協力が認められた場合、プロジェク

トの円滑な実施のために、別紙５に記載の「ニジェール側がとるべき必要な措置」をとることを

約束した。

７．今後のスケジュール

７－１ 本調査団は引き続き 2001年 12月 10日まで調査を継続する。
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７－２ ＪＩＣＡは基本設計概要書を作成するとともに、基本設計概要説明調査団を 2002 年 2 月中旬頃に

派遣し、基本設計の概要についてニジェール国側に説明すると共に、ニジェール国側の必要準備

事項を確認する。

７－３ 基本設計概要書の内容が、ニジェール国側に原則的に受け入れられた場合、ＪＩＣＡは基本設計

報告書を作成し、2002年 5月頃ニジェール国側に送付する予定である。

８．その他の事項

８－１ 関係機関

ニジェール国側は、2001年 9月１７日付けの省庁再編により旧国民教育省が基礎教育省となり、

旧高等教育・研究・科学技術省が中高等教育・研究・科学技術省となったことを説明した。

併せてニジェール国側は、本プロジェクトを担当するのは基礎教育省調査計画局であると表明

した。

８－２ 他ドナープロジェクトとの重複地区

日本側は、他ドナー（ＮＧＯ）によるプロジェクトが存在するドッソ県ドッソ地区・ロガ地区

の学校を本プロジェクトから除外することを説明し、ニジェール国側はこれに合意した。

８－３ 協力対象校

協力対象校が、別紙１の学校に対して行う現地調査の結果を基に、別紙３の選定基準によって

決定されることに双方合意した。

８－４ 教室数

建設される教室の数は必ずしも要請書に記載された通りの数ではなく、現地調査の結果に基づ

いて決定されることに、双方合意した。

８－５ 便所棟

便所棟建設は、現地調査の結果に基づいて実施されることに双方合意した。給水状況、し尿処

理・維持管理の可能性が考察される。

８－６ 教員の配置及び予算措置

ニジェール国側は、学校運営に必要な教員の確保及び配置を協力対象校に対して行うと同時に、

必要な予算措置を行うことを表明した。

８－７ 施設の標準設計

ニジェール国側は、本プロジェクトにより建設される施設はニジェール国標準に基づくもので

あるよう要請した。
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８－８ 施設の運営維持管理

ニジェール側は、本プロジェクトにより建設される施設の維持管理及び学校運営の重要性に鑑

み、日本側に支援を要請した。

またニジェール側は、運営維持管理活動について、視学官や校長、地域住民がその責任を負う

ことを表明した。

８－９ 施設改修

既存施設の改修は、本プロジェクトの対象コンポーネントになっていない。

８－10 土地所有権

ニジェール国側は、調査対象校への土地委譲証明書の写しを調査団に提出する。

提出期限は２００１年１１月３０日とする。
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別紙１: 調査対象校リスト

県名県名県名県名 視学官事務所視学官事務所視学官事務所視学官事務所 学校名学校名学校名学校名 便所棟の要請便所棟の要請便所棟の要請便所棟の要請

コド －

ダル・エス・サラム ●

ワゼイ ●

グーヌービ －

ビルニ・カルティエ ●

トウードウー ●

ボボイェ

フルフルデ・ビルニ ●

ゲザ・プラ －

ディウンディウー・メデルサ ●

プラトーⅡ ガヤ ●

ボサド －

ディウンディウー・カルティエ ●

ゴンドルー －

アブデラジ －

ガヤ・プラトーⅠ ●

ガヤ・カルティエ ●

バニズーンムブー ●

コテ-コテ ●

ガムザキ －

ドッソ

ガヤ

バラグードジョ －

アマドウーク ●

カン・ファン ●

ゲベン・ゼギ ●

コウェイト ●

ナサラウーア ●

サボン・ガリ ●

シャトー Ⅱ ●

トウードウーン・アドウーン ●

ワダタ ●

メデルサ Ⅰ ●

メデルサ Ⅱ ●

クーファン・タウア Ⅱ ●

サマウーア ●

トウードウーン・モレ ●

エコール・デ・ザブーグル ●

アデール ●

タウア市

クーファン・タウアⅠ ●

リディディ ●

タウア

タウア郡

ミナウー ●
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県名県名県名県名 視学官事務所視学官事務所視学官事務所視学官事務所 学校名学校名学校名学校名 便所棟の要請便所棟の要請便所棟の要請便所棟の要請

エクスペリマンタル・コニ ●

アブドウーン・ブーカ ●

サボン・ガリ ●

ムーンワダタⅠ ●

ムーンワダタ Ⅱ ●

グーラマ －

カウーラ －

タマカ －

テラサ・マングー －

マサラタ －

アダム ●

ギダン・ゴディア －

ダガルカ －

メデルサ・コニ Ⅰ ●

メデルサ・コニⅡ ●

コニ

CEG フランコ-アラブ ●

マダウア-ギャルソン ●

アガデスタウーア ●

バキン・ザンゴ ●

ギンジ ●

マダウア-エクスペリマンタル ●

マダウア-ウエスト ●

マダウア-エスト ●

サイダワ ●

マガリア・カンプマン ●

シェリファワ ●

バルタナ ●

ナサラウーア ●

ガルダイエ ●

ゾンゴ・タダラ ●

タウア

マダウア

ダルバディア ●
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別紙２　施設の内容

・ 教室

・ 家具

－ 生徒用机・椅子

－ 教員用机・椅子

－ 戸棚

－ 黒板

・ 便所
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別紙３　協力対象校選出のためのクライテリア

１） 他ドナー（ＮＧＯを含む）による学校教室建設計画が実施中または計画中でないこと

２） 調査の結果、２教室以上の建設の必要性が確認されること

３） 将来のニーズを予測するための統計データがあること

４） 地形や地質に問題がなく、十分な広さの敷地があること

５） 建設工事にあたり、サイトへのアクセスに問題がないこと

６） 基礎教育省（または地方自治体）の土地所有権が確保されていることを証明する書類の写しが調

査期間中に提出され、かつ不法占拠家屋等がないこと

７） 施設完成後、必要な教職員及びその予算が確保されること

８） 学校の運営維持管理に関し、運営委員会が組織されており、かつ協力を得られること

９） 自然災害の危険性がないこと

10） 私立校でないこと
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別紙４　日本の無償資金協力制度

　無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自国の経済・

社会の発展のために役立つ施設、資機材および役務（技術あるいは輸送等）を調達するのに必要な資

金を、我が国の関係法令に従って以下のような原則により贈与するものである。日本国政府が資材・

機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。

（１） 無償資金協力実施の手順

我が国の無償資金協力（無償）は次のような手順により行われる。

第一段階である「要請」は援助国から提出された要請書を基に日本国政府（外務省）は無償

としての妥当性を検討する中で、案件としてのプライオリティが高いことが確認された場合に

は、JICAに対して調査の指示を行う。

第二段階である調査（基本設計調査）は JICA が実施するが、JICA は原則としてこの調査を

我が国のコンサルタントとの契約によって行う。

第三段階の審査と承認は第二段階で JICA が作成した基本設計調査報告書を基に日本政府が

そのプロジェクトが無償資金協力事業として適当であるかを審査した上、閣議請議を行う。

閣議によって承認されたプロジェクトは第四段階で両国政府による交換公文（E/N）の署名

によって正式決定に至り、無償資金協力が実行に移される。

無償資金協力の実施は被援助国政府によって行われる。無償資金協力の円滑な実施のため

JICA はコンサルタントの推薦、入札・契約手続きその他の手続きについて「調達のガイドライ

ン」に沿って被援助国政府を支援する。

（２） 調査の位置づけ

１） 調査の内容

JICAが実施する調査（基本設計調査）は要請の背景、目的、効果並びに実施に必要な維持管

理能力等を調査しその妥当性を技術面と社会・経済面で検証を行い、被援助国政府との協議の

上、計画の基本構想を双方で確認し、併せて基本設計と概算事業費の積算等を行うものである

が、その目的はあくまでも日本国政府が無償として承認するにあたっての基礎的資料（判断材

料）に位置付けられる。

なお、当然のこととして、要請された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我

が国の無償のスキーム等を勘案し、基本構想が確認される。

また、無償として実施するに当たって、我が国は被援助国側の自助努力を求める立場から被

援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所轄事項である場

合であってもその実施の担保を求めるものであり、最終的には先方政府の関係する機関全てと

の確認をミニッツにより行う。



資 - 31

２） コンサルタントの選定

調査の実施に際して JICA は登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタントを選

定する。選定されたコンサルタントは JICA の指示に基づいて基本設計調査を行い報告書を作

成する。

なお、無償資金協力の実行が E/N により決定された後のコンサルタントの契約については、

基本設計調査と詳細設計業務の技術的一貫性を保つ必要性があるため、JICA は当該コンサルタ

ントを被援助国政府に推薦する。

（３） 無償資金協力のスキーム

１） 交換公文の署名

無償の実施に当たっては E/N による政府間の合意・署名が必要である。E/N では当該プロジ

ェクトに係る目的、供与期限、実施条件、限度額等が確認される。

２） 「供与期限」は我が国の閣議決定の行われた会計年度内とする。この間、E/N の署名からコン

サルタントおよびコントラクター等との契約を経て、最終的な支払いを含めて全てを修了しな

くてはならない。

但し、自然災害等止むを得ない事情により搬入、据付、工事等が遅延した場合には両国間の

協議により一年間（一会計年度）の延長が可能である。

３） 生産物および役務の調達

贈与によって調達される生産物および役務は原則として日本国および被援助国の生産物なら

びに日本国民又は被援助国民の役務を購入するため適正に、かつ専ら使用される。ここでいう

「日本国民」という語は日本国の自然人又はその支配する日本国の法人を意味する。

なお、贈与は両国政府が必要と認める場合には第三国（日本国および当該国以外）の生産物

の購入あるいは輸送等の役務の購入にも使用することが可能である。

但し、無償の原則により、贈与を実施するに当たって必要とするプライムコントラクター、

即ち、コンサルタント、施工業者および調達業者は「日本国民」に限定される。

４） 「認証」の必要性

当該国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で締結さ

れ、かつ、日本国政府による「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の税金で

あることによる。

５） 被援助国に求められる措置

無償が実施されるに際して当該国政府は以下のような措置等が求められる。

① 施設案件の実施に当たっては施設の建設に必要な土地を確保し、かつ用地の整地を行う

こと。

② 用地の整地を行うに際しては、併せて、用地までの配電、給水、排水、その他の付随的

な施設の整備、工事等を行うこと。

③ 資機材等の案件については、必要な建物等が確保されること。
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④ 贈与に基づいて購入される生産物の港における陸揚げ、通関および国内輸送に係る手続

きが速やかに実施されることの確保。

⑤ 認証された契約に基づき調達される生産物および役務のうち日本国民に課せられる関税、

内国税およびその他の財政課徴金を免除すること。

⑥ 認証された契約に基づいて供与される日本国民の役務について、その役務の遂行のため

の入国および滞在に必要な便宜を与えること。

６） 「適正使用」

贈与に基づいて建設される施設および購入される機材が、当該計画の実施のために適正かつ

効果的に維持され、使用されること並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。

また、贈与によって負担される経費を除き計画の実施のために必要な維持・管理費全ての経

費を負担すること。

７） 「再輸出」

贈与に基づいて購入される生産物は当該国より再輸出されてはならない。

８） 銀行取極

a） 当該国政府又は「指定された当局」は日本国内の銀行に当該国政府名義の勘定を開設する必

要がある。日本国政府は認証された契約に基づいて当該国政府若しくは指定された当局が負

う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本円」で払い込むことにより贈与を実施す

る。

b） 日本国政府による払い込みは当該国政府又は指定された当局が発行する「支払い授権書」に

基づいて「銀行」が支払い請求書を日本国政府に提出した時に行われる。

９） 支払い授権書

当該国政府は、銀行取極を締結した銀行に対し、支払い授権書の通知手数料及び支払手数料

を負担しなければならない。
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各政府が取るべき必要措置

No. 項　　　目
無償資金協力
による負担

被援助国
による負担

1 十分な面積の土地を確保すること ●

2 必要に応じて樹木伐採、敷地の整地を行うこと ●

3 敷地周囲に門塀の建設を行うこと ●

4 駐車場の建設を行うこと ●

道路の建設を行うこと

1) 敷地内 ●5

2) 敷地外 ●

6 建物の建設を行うこと ●

電力の供給、給水、下水道に対する施設およびその他の設備を用意すること

1) 電力

a. 敷地までの引込み ●

b. 敷地内の屋外、屋内配線 ●

c. メインサーキットブレーカーとトランス ●

2) 給水

a. 敷地までの公共給水管 ●

b. 敷地内の給水システム（受水槽および／または高架水槽） ●

3) 排水

a. 敷地までの下水本管（雨水、汚水、その他） ●

b. 敷地内の排水システム（便所排水、通常排水、雨水、その他） ●

4) ガスの供給

a. 敷地までの公共ガス配管 ●

b. 敷地内のガス供給システム ●

5) 電話設備

a. 建物のメイン分配盤（MDF）までの電話配線 ●

b. MDFおよびMDF以降の配線 ●

6) 家具および機器

a. 一般家具（絨毯、カーテン、机、椅子、その他） ●

7

b. プロジェクト機器 ●

B/Aに基づく銀行サービスに対する日本の銀行への下記の手数料の支払

1) A/P手数料 ●8

2) 支払手数料 ●

被援助国の荷下し港での迅速な荷下しと通関を保証すること

1) 日本から被援助国への製品の海上（航空）輸送 ●

2) 荷下し港での製品に対する関税免除と通関 ●
9

3) 荷下し港からサイトまでの国内輸送 （●） （●）

10 認証された契約に基づく製品と役務に関して必要とされる日本人の被援助国
への入国と業務遂行のための滞在に必要な措置を保証すること

●

11 認証された契約に基づく製品と役務の供給に関して、被援助国で日本人に対
して課される関税、国内税およびその他の財政的な義務を免除すること

●

12 無償資金協力で建設された施設と供給された機材を維持し、適切かつ有効に
使用すること

●

13 無償資金協力によって負担される以外の施設の建設および機材の輸送と据付
に必要なすべての費用を負担すること

●
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別紙５　無償資金協力実施にあたってニジェール国側でとるべき措置

１） プロジェクトに必要となる情報を提供すること

２） 建設開始に先だって、用地を保証し、整地をすること

３） 本プロジェクトによって整備された施設を積極的かつ適切に使用するために必要な教職員を確

保し、その予算措置を行うこと

４） 日本の外国為替銀行に対し、銀行取極めに基づき、支払い授権書（A/P）のアドバイス料、及び

支払い手数料などの手数料を責任をもって支払うこと

５） 本プロジェクト用資機材の素早い通関に必要な手続き及び関係機関への支払いを責任をもって

行うこと

６） 認証された契約に基づいて提供される役務及び資機材に対し、ニジェール国において日本人ま

たは日本法人に対して課される、関税・国内税・その他の財政的な義務を免除すること。関係

機関への免税の周知徹底はニジェール国政府が責任をもって行うこと

７） ニジェール国政府は認証された契約に基づいて提供される役務及び施設建設に関連して必要と

される日本人または日本法人に対して課される、関税・国内税・その他の財政的な義務を免除

すること。関係機関への免税の周知徹底はニジェール国政府が責任をもって行うこと

８） 本プロジェクトの実施に必要な許可・免許などを延滞なく発行すること

９） 本プロジェクトの範囲内で、日本の無償資金協力により提供されないすべての費用を負担する

こと

10） 本プロジェクトによって整備された施設が各対象校においてどのように使用されているかを定

期的にモニタリングし、必要に応じて助言指導を行うこと
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ニジェール共和国

ドッソ県及びタウア県小学校教室建設計画

基本設計概要説明調査

討議議事録仮訳

　2001 年 11 月に JICA は「ドッソ県及びタウア県小中学校教室建設計画」（以下「プロジェクト」と記す）

に関する基本設計調査団をニジェール国へ派遣し、協議やサイト調査そして調査結果の技術的審査を経て、

基本設計概要書（案）を作成した。

　JICAは基本設計概要書（案）の内容をニジェール国に説明し、またその内容に関する審議を行うため、JICA

無償資金協力部業務第一課　中村　浩孝を団長とする基本設計概要説明調査団を派遣し、同調査団は 2002

年 2月 24日から 3月 4日まで滞在する予定である。

　協議の結果、双方は付属書に記述された主要事項を確認した。

2002年 3月 1日　ニアメ

中村　浩孝
調査団長
基本設計調査団
JICA

Madame Hima ADIZA
Secrétaire Générale
Ministrére de l’Education de Base
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付属書付属書付属書付属書

１． 基本設計概要書（案）の内容

ニジェール国側は調査団によって説明された基本設計概要書（案）の内容に関して原則同意し、変更

点を含め、これを受け入れた。

２． 日本の無償資金協力制度

ニジェール国側は 2001 年 11 月 13 日に双方が署名した協議議事録の別紙４、別紙５に記述され、か

つ調査団によっても説明がなされたニジェール国が行うべき事項について理解した。

３． ファイナルレポート

JICAは本協議結果に基づいてファイナルレポートを完成させ、ニジェール国側に 2002年 4月頃提出

する予定である。

４． その他の協議事項

４－１ プロジェクト名

本プロジェクトにおいて日本側は初等教育を重視することから、中学校教室の建設を対象外と

した。これに伴い、プロジェクト名は「ﾄﾞｯｿ県及びﾀｳｱ県小中学校教室建設計画」から「ﾄﾞｯｿ県及

びﾀｳｱ県小学校教室建設計画」とすることを双方は確認した。

４－２ 協力対象校

協力対象校リストは別紙１の通りである。なお、全学校の敷地は基礎教育省の所有地であり、

現在は他校の敷地を借用しているミナウー、マダウアーエクスペリマンタル、ダルバディアの３

校についても、日本側により調査済である新敷地が基礎教育省の所有地であることを同省は保証

した。

４－３ 便所棟

ニジェール国側は、便所の教員用ブースと生徒用ブースを別棟として計画することの可能性を、

日本側に打診した。再検討の結果、教員用ブースの扉のみを反対側に設置することで双方は合意

した。

４－４ ソフトコンポーネント

ニジェール国側は、学校運営委員会の活動強化を目的としたソフトコンポーネントの要請を行

った。ソフトコンポーネント活動はコミュニティを巻き込んで実施され、コンサルタントの適切

な技術支援を希望し、また、日本側コンサルタントによって適切に管理・監督されるよう日本側

に依頼した。さらに活動の効果を図るためには訓練を受けた教員が学校に留まることの必要性を

認識しており、これを保証すると日本側に説明した。
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４－５ 守秘義務

日本側は、基本設計概要書と最終報告書の内容をニジェール国関係者以外の第三者に安易に公

開することなく情報管理を徹底するようニジェール国側に依頼し、ニジェール国側はこれを理解

した。

４－６ ニジェール国側負担工事

本計画が実施された場合、ニジェール国側がその予算措置を含め、下記の事項を実施すること

を双方は確認した。

１） 日本側が行う建設工事前までに、

・ 障害となる既存建物や工作物を撤去する。

・ 建設サイトに起伏や凹凸がある場合の整地を行う。

・ 必要な場合は工事用車両の進入路を確保し整備する。

２） 植木等による門・塀の外溝工事を行うよう、各校長に指示する。

３） 工事期間中に仮設教室が必要となる場合は、父兄の参加を得てこれを行う。

４） 資機材等の通関に必要な手続きや免税措置等をニジェール国の法律に基づいて遅延なく行う。

５） 必要な教員の確保及び配置を協力対象校に対して行う。

６） 机・椅子等の教室備品が適切に使用されるよう指導する。

４－７ ニジェール国側各組織の役割

本計画の効果を最大限引き出すためには、基礎教育省・県教育事務所・視学官事務所・各学校

のそれぞれがドラフトレポートに提案されている役割を確実に遂行する必要があることを双方は

確認した。

４－８ モニタリング

基礎教育省が本計画によって整備された施設の運営維持管理状況を定期的にモニタリングし、

校長や学校運営委員会を適宜指導・監督することの必要性を双方は確認した。

以上
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別紙１　協力対象校リスト
県名県名県名県名 視学官事務所視学官事務所視学官事務所視学官事務所 学校名学校名学校名学校名 教室数教室数教室数教室数

コド 2
ダル・エス・サラム 5
ワゼイ 3
グーヌービ 2
ビルニ・カルティエ 4

ボボイェ

トウードウー 2
ディウンディウー・メデルサ 5
プラトーⅡ ガヤ 3
ディウンディウー・カルティエ 4
ゴンドルー 2
アブデラジ 3
ガヤ・プラトーⅠ 6
ガヤ・カルティエ 3
バニズーンムブー 3
コテ-コテ 2

ドッソ

ガヤ

ガムザキ 2
カン・ファン 1
コウェイト 3
ナサラウーア 3
サボン・ガリ 2
シャトー Ⅱ 3
トウードウーン・アドウーン 2
ワダタ 3
メデルサ Ⅰ 4
メデルサ Ⅱ 4
クーファン・タウア Ⅱ 3
トウードウーン・モレ 4
アデール 2

タウア市

クーファン・タウアⅠ 6
リディディ 3

タウア

タウア郡

ミナウー 3
エクスペリマンタル・コニ 1
アブドウーン・ブーカ 12
サボン・ガリ 3
ムーンワダタⅠ 9
ムーンワダタ Ⅱ 5
グーラマ 7
タマカ 4
テラサ・マングー 3
マサラタ 3
アダム 5
ギダン・ゴディア 3
メデルサ・コニ Ⅰ 10

コニ

メデルサ・コニⅡ 4
アガデスタウーア 6
ギンジ 3
マダウア-エクスペリマンタル 2
マダウア-エスト 4
サイダワ 4
シェリファワ 2
バルタナ 2
ガルダイエ 2

マダウア

ダルバディア 3

※１：全ての学校にトイレ棟（男子用・女子用・教員用各１ブース）の建設が含まれる。
※２：全ての教室に生徒用机・椅子、教員用机・椅子、戸棚及び黒板がそれぞれ配備される。
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